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開議 午前 ９時５５分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告の追加について市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 行政報告の追加分について申し上げます。 

 報告第１号市工事についてであります。 

 旧桂沢観光ホテル解体工事その１でございまして、記載については裏のほうに別表とし

てつけておりますが、今回、工事を行うのはホテル内にあります吹きつけの石綿の除去で

ございます。約７９５平米ということであります。契約金額、工期、工事請負人等につい

て、そこに記載のとおりですので、御参照いただきたいと思います。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 報告第１号建設部関係について。 

 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） ホテルの解体工事のその１ですから、これをしなければ次の工事

にかかれないという話は聞かされておりますが、それでこの４社のうち、１回で落札して

おりますが、この８４.９というちょっと落札率が気になるわけですが、これ特殊工事と、

いわゆる石綿除去ですから、そういう意味では特殊工事だというふうに私は受けています

が、この落札率８４.９％、非常に低いというふうに、最近にない落札率ですが、ちょっ

と私心配するのは、こういう低い落札率で本当に会社として働いている人たちにしわ寄せ

が行かないのかどうか、そこら辺が非常に私どもは心配しているわけですけれども、適正

な形で行われたと思いますが、この辺どんな考え方なのでしょうか。 

◎議長（髙橋 守氏） 建設部長。 

◎建設部長（高嶋善男氏） ただいまの工事の落札については結果として御報告させてい

ただいておりますが、今年度、全体のこれまでの平均の落札率は９３.５％で、今回の工

事の８４.９％は今年度では、今、一番低い落札率となっておりまして、このほかに８０

％台の工事が２件ございます。いずれにしましても、この施工に関しましては、この工事

だけにかかわらず適切な施工が確保されるよう、指導監督に努めてまいります。 
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 また、吹きつけ石綿の除去に関しましては、元請工事の施工計画、指導監督のもとに、

日本建築センターの技術審査証明を受けた工法の認定を受けた専門工事業者により適切に

施工する計画でありますし、工事の事前、工事中、事後について、その都度石綿の濃度な

ど基準値内であることを確認し、最終的にも基準値を確認した後、次の工事に引き継ぐと

いう計画でありますので、いずれにしましても十分工事のほうの指導監督には努めてまい

ります。 

 以上であります。 

◎議長（髙橋 守氏） 谷津議員。 

◎９番（谷津邦夫氏） 指導監督は当然してもらわなければならないわけですけれども、

私気にしているのは、最近にないこういう落札率の低さというか、その辺によってこの業

界の中で余りこれが定着することによって、何でも安ければいいというものではなくて、

ちょっと今後の問題として心配しているのですよ。果たしてこれが本当に、安くていいと

いえばいいですけれども、こういう特殊工事だということを聞いているものですから、な

おさら気にしているのです。それでも大丈夫かということです。 

◎議長（髙橋 守氏） 副市長。 

◎副市長（西城賢策氏） 常日ごろ建設のほうには私のほうからも、今、議員がおっしゃ

られるようなことについて指導させてもらっているつもりです。御記憶かもしれませんが、

公正取引委員会が示されている数値では８５％程度であれば何とか工事というのは一般的

に施工されるものだというふうな考え方も、以前に出されておりました。私どもとしては、

これをさらに大きく割り込むということであれば、そこのところの原因追及はしなければ

ならないと思いますが、私もこれを見まして８４.９％ということでしたので、何とか業

者の自己努力の中でおやりになっている範囲だなというふうに考えまして、適切と言える

かどうかわかりませんが、ある程度理解できる数字というふうに考えてございます。 

◎議長（髙橋 守氏） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとい

たします。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第３３号から議案第４８号までについて（委 

            報第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 委報第２号、議案第３３号から議案第４８号までにつ

いてを一括議題といたします。 

 本件は、さきの本会議において総合常任委員会に付託したものであり、委員長より審査

報告書が提出されております。 
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 この際、委員長の報告を求めます。 

 儀惣委員長、登壇報告願います。 

（総合常任委員会委員長儀惣淳一氏 登壇） 

◎総合常任委員会委員長（儀惣淳一氏） 総合常任委員会委員長報告を申し上げます。 

 さきの本会議で付託になりました議案につきまして、その審査の経過と結果について御

報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第３３号から議案第３７号まで、条例改正５件、

議案第３８号及び議案第３９号、協議２件、議案第４０号から議案第４３号まで、補正予

算４件、議案第４４号、権利放棄１件、議案第４５号、市道廃止１件、議案第４６号、市

道認定１件、議案第４７件、動産取得１件、議案第４８号、契約締結１件の計１６件であ

ります。この委員会は、全議員で審査を行っておりますので、質疑と答弁、内容の詳細、

御配付の文書及び資料の説明につきましては、省略させていただきます。 

 付託案件を申し上げます。 

 議案第３３号三笠市職員育児休業等条例及び三笠市職員勤務時間、休暇等条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第３４号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第３５号三笠市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例の制定について、議案第３６号三笠市火災予防条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第３７号三笠市産業開発促進条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第３８号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議につ

いて、議案第３９号北海道市町村備荒資金組合規約の変更に関する協議について、議案第

４０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算について、議案第４１号平成２２年度三笠市

介護保険特別会計補正予算について、議案第４２号平成２２年度三笠市下水道事業会計補

正予算について、議案第４３号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算について、

議案第４４号権利の放棄について、議案第４５号市道路線の廃止について、議案第４６号

市道路線の認定について、議案第４７号動産の取得について、議案第４８号榊町団地公営

住宅建替工事請負契約の締結について。 

 以上、各委員からの質疑と資料説明及び答弁があり、特段の討論もなく、原案可決すべ

きものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件の審査と経過と結果についての御報

告とさせていただきますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 議案第３３号から議案第４８号までについて、一括質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、議案第３３号から議案第４８号について

の質疑を終了いたします。 

 これより、討論、採決に入ります。 
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 初めに、議案第３３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３３号三笠市職員育児休業等条例及び三笠市職員勤務時間、休暇等条例の一部を

改正する条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３４号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３５号三笠市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３６号三笠市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 
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 次に、議案第３７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３７号三笠市産業開発促進条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３８号北海道市町村退職手当組合規約の変更に関する協議については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３９号北海道市町村備荒資金組合規約の変更に関する協議については、委員長報

告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４０号平成２２年度三笠市一般会計補正予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 
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 次に、議案第４１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４１号平成２２年度三笠市介護保険特別会計補正予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第４２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４２号平成２２年度三笠市下水道事業会計補正予算については、委員長報告のと

おり原案可決されました。 

 次に、議案第４３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４３号平成２２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４４号権利の放棄については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４５号について討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４５号市道路線の廃止については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４６号市道路線の認定については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第４７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４７号動産の取得については、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 最後に、議案第４８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第４８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４８号榊町団地公営住宅建替工事請負契約の締結については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第４９号 三笠市監査委員の選任について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 議案第４９号三笠市監査委員の選任についてを議題と
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いたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 市長、登壇説明を願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 議案第４９号三笠市監査委員の選任について、提案説明申し上げ

ます。 

 三笠市監査委員宇野政美氏の平成２２年６月３０日付任期満了に伴い、後任者として森

原裕氏を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意を求める

ものであります。 

 森原裕氏は、昭和２５年２月９日生まれで６０歳、住所は三笠市幸町２０番地３であり

ます。同氏は、昭和４４月４月、三笠市職員として採用され、市立三笠総合病院事務局長、

総務部長等を歴任し、平成２２年３月に退職後、現在、桂沢水道企業団非常勤監査委員に

就任し、現在に至っております。 

 三笠市監査委員として適任であると考えますので、御同意くださいますようお願い申し

上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案につきましては、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 本案については、同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認め、議案第４９号三笠市監査委員の選任について

は、同意することに決定いたしました。 

 この際、あいさつをいただくために、しばらく会議を休憩させていただきます。 

休憩 午前１０時１５分   

再開 午前１０時２０分   

◎議長（髙橋 守氏） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 議案第５２号 議会の委任よる専決処分事項の指 

            定について 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（髙橋 守氏） 日程の４ 議案第５２号議会の委任による専決処分事項の指定に

ついてを議題といたします。 

 本案については、扇谷議員ほか５名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、扇谷議員から提案理由の説明を求めます。 

 扇谷議員、登壇説明願います。 

（１１番扇谷知巳氏 登壇） 

◎１１番（扇谷知巳氏） 議案第５２号議会の委任による専決処分事項の指定について、

提出者を代表して提案説明を申し上げます。 

 今回の指定は、地方自治法第１８０条第１項の規定による、市長において専決処分する

ことができる事項として４項目を指定するため、三笠市議会としての機関意思決定を行う

ものであります。 

 指定の内容として、１点目は、１件の金額が１００万円以下の財産権の請求にかかわる

訴えの提起、和解及び調停に関すること。２点目は、議決を経て締結した工事請負契約に

ついて、１０分の１の範囲内で金額を変更する場合。３点目は、起債の借り入れに当たり、

許可額が議決した金額と相違したときに変更する場合、または金融情勢の変化に伴い借入

利率を変更する場合。４点目は、法令の改正等に伴い、条例の引用条項のずれを調整する

必要が生じた場合等で、独自に判断する余地がない条例改正を行う場合の４点について指

定するものであります。 

 以上、提案説明といたしますので、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、質疑を終了いたします。 

 これより、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第５２号について、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５２号議会の委任による専決処分事項の指定については、原案のとおり可決され

ました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第５３号 議員派遣について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 議案第５３号議員派遣についてを議題といたします。 
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 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでございますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については提案説明、質疑及び討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第５３号について原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５３号議員派遣については、原案可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第６ 議案第５４号 議会運営委員会及び常任委員会所 

            管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の６ 議案第５４号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長の共同提案にかかわるものであり、文

書記載のとおりでございますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 議案第５４号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５４号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案可決されま

した。 

  ──────────────────────────────────────── 

 

      ◎日程第７ 意見書案第３号 地方財政の充実・強化を求める 

            意見書 

  ──────────────────────────────────────── 
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◎議長（髙橋 守氏） 日程の７ 意見書案第３号地方財政の充実・強化を求める意見書

を議題といたします。 

 本案については、丸山議員ほか３名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、丸山議員から提案理由の説明を求めます。 

 丸山議員、登壇説明願います。 

（１番丸山修一氏 登壇） 

◎１番（丸山修一氏） 地方財政の充実・強化を求める意見書、これを読み上げて提案と

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 世界同時不況に端を発した経済不況は深刻の度を増しており、地域の雇用確保、社会保

障の充実など、地域のセーフティーネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重

要となっています。 

 特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で、介護・福祉施策の充実、農林水

産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけこれらの政策分野の充

実・強化が求められています。２０１０年度予算において地方交付税が前年度比１.１兆

円増加されたことは、三位一体改革で深刻な影響を受けた地方財政に対し、新政権が地方

交付税の充実という地方の要望にこたえたものとして評価できるものであり、来年度予算

においても本年度の予算規模を地方財政計画・地方交付税措置に継続的に取り入れるなど

の大胆な予算措置が必要です。 

 このため、２０１１年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、政府に次のとおり対

策を求めます。 

 １点目。医療、福祉分野の人材確保をはじめとするセーフティーネット対策の充実、農

林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、２０１１年度

地方財政計画・地方交付税総額の規模を拡大すること。 

 ２点目。地方財政の充実・強化を図るため、国・地方の税収配分５対５を実現する税源

移譲と格差是正のための地方交付税確保、地方消費税の充実、国の直轄事業負担金の見直

しなど、抜本的な対策を進めること。 

 ３点目。２０１０年度予算において創設された「地域活性化・雇用等臨時特例費」など

に相当する額を恒久的に地方財政計画・地方交付税措置に取り入れ、自治体が安心して雇

用対策に取り組めるような環境整備を行うこと。 

 ４点目。景気対策を通じて拡大する公共事業に対して、地方負担を増加させることのな

いよう十分な財政措置を講じること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 提出先等については記載のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りいたします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 意見書案第３号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第３号地方財政の充実・強化を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

 以上で、今定例会に付議された事件は、すべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 以上をもちまして、平成２２年第２回定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

閉会 午前１０時３０分  
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